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畜産クラスター事業拡充の背景

平成２７年１０月５日、米国アトランタにおけ

る閣僚会合において、TPP交渉の大筋合意に

至りました。政府は、この大筋合意を受け、

TPPの影響に対する国民の「不安」を払拭し、

特に農林水産物の重要品目について、引き続

き再生産可能となるよう、さらに、農林水産

業全体として、成長産業としての力強い農林

水産業をつくりあげるため万全の施策を講ず

るため、同１１月２５日「総合的なTPP関連政策

大綱」（以下、「政策大綱」）を決定しました。

２７年度補正予算として計上された畜産クラ

スター事業（畜産・酪農収益力強化整備等特

別対策事業）は、この政策大綱において、「攻

めの農林水産業への転換」のための体質強化

対策の具体的な施策展開の中で「畜産クラス

ター事業の拡充」と位置づけられたことを踏

まえ、従前の高収益型畜産体制構築事業（実

証事業）、畜産収益力強化支援事業（機械リー

ス事業）、畜産競争力強化整備事業（施設整

備事業）が一体的に６１０億円の予算額で基金

化されました（図１）。

政策大綱においては、体質強化対策として、

「省力化機械の整備等による生産コストの削

減や品質向上など収益力・生産基盤を強化す

ることにより、畜産・酪農の国際競争力の強

化を図る」とされていることを踏まえれば、

これまで以上に、本事業を通じて、地域の関

係者が連携し、一体となって、地域全体で収
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益性向上を図る畜産クラスターの趣旨を徹底

し、畜産・酪農の体質強化につなげることが

強く求められています。

畜産クラスター計画を重視

畜産クラスター計画は、畜産クラスター協

議会（以下「協議会」）の構成員が、その協

議会（地域）が抱える課題、目指すべき姿、

目標の実現のためのそれぞれの構成員の役割

や行動計画を明らかにするものです。このた

め、畜産クラスターの取り組みの成否は、畜

産クラスター計画の内容にかかっていると

いっても過言ではないと考えています。

２７年度補正予算からは、目的の設定の背景

（現状分析）や構成員間の連携、各構成員の

行動計画等について、より具体的な記載が行

われるように畜産クラスター計画の様式を見

直しています。

さらに、２６年度補正予算、２７年度当初予算

までは、施設整備事業については、都道府県

による畜産クラスター計画の総合評価を行っ

ていましたが、機械導入事業については、畜

産クラスター計画の総合評価を実施していな

かったことを改め、機械導入事業についても、

畜産クラスター計画の総合評価を実施するよ

うに見直しました。

（図１）
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これらにより、施設整備や機械導入が、畜

産クラスター計画にとってどのような位置づ

けにあるものかを明確にし、協議会の目的の

達成のために、より効果の高い取り組みを優

先して推進していきたいと考えています。

また、畜産クラスター計画の総合評価基準

も見直しています。畜産クラスター計画に求

めるものをより明確にし、畜産クラスター計

画の充実に資するものとしました。具体的に

は、⑴地域の政策課題への対応、⑵行動計画

の実現可能性、⑶収益向上の効果、⑷連携の

実効性の４つの項目に分けて評価を行うこと

としました。具体的には、次の通りです。

⑴ 地域の政策課題への対応

国が示す６つの政策課題（①新規就農の確

保、②担い手の育成、③労働負担の軽減、④

飼養規模の拡大・飼養管理の改善、⑤自給飼

料の拡大、⑥畜産環境問題への対応）と都道

府県が定める課題への対応として成果が上が

るものとなっているか等を評価します。

⑵ 行動計画の実現可能性

行動計画の具体性、現状や目指す姿との整

合性について評価するとともに、過去の取り

組みの成果がどのように畜産クラスター計画

に反映されているか等について評価します。

⑶ 収益向上の効果

行動計画に示された取り組みが、収益向上

に資するものであるかに加え、収益向上効果

の把握・検証が適切に行われ、目標や検証結

果が構成員に理解・共有されているか等につ

いて評価します。

⑷ 連携の実効性

協議会内の連携のための体制整備の状況や

役割分担の明確さ等について評価します（図

２）。

機械導入事業の見直し

機械導入事業については、大きく３つの見

直しを行っています。

⑴ 協議会の自主的な判断による協議会内の

優先順位の決定

協議会が作成する畜産クラスター計画を効

果的に実現するため、協議会内で事業参加希

望者（機械の借受希望者）の優先順位を決定

するよう見直しを行いました。

⑵ 都道府県関与の強化

前述の通り、都道府県が機械導入事業につ

いても畜産クラスター計画の総合評価を行う

こととしたほか、協議会がとりまとめた（協

議会内の優先順位を付けた）事業参加要望に

対して意見を表明できるようにしました。

⑶ 事業実施主体の一本化

事業の実施体制を一本化することで、国や

都道府県が示す方針を的確に伝達し、クラス

ター事業の趣旨を徹底することで、収益向上

に向けた地域的な連携の取り組みが優先的に

推進されるよう、交付ルートを見直しました。

これらの見直しは、畜産クラスター計画に

沿って、必要かつ効果的な取り組みを優先的

に推進するとともに、都道府県の確認により、

施設整備と機械導入の一体性を確保すること

で、より効果的な支援を実現するためのもの

です。
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施設整備事業の見直し

施設整備事業については、多様な担い手を

支援するため３つの見直しを行っています。

⑴ 法人化要件の緩和

これまでは、「法人化若しくは３年以内の

法人化計画」が要件でしたが、今般の見直し

により、①青色申告の実施、②後継者がいる

ことまたは経営者が原則４５歳未満であるこ

と、③知事特認で得ることの全てを満たせば、

必ずしも法人化していなくても支援対象とす

ることとしました。

この見直しは、「単に法人化要件を外した」

というものではなく、基本的には、中心的な

経営体には、安定的に長く経営を続けていた

だくことで、地域の収益向上のための役割を

果たしていただくことが求められる中、「家

計と経営を分離し、適切な経営管理ができ

る」、「後継者の確保がしやすい」といった法

人化を進めるという基本方針を維持しつつ、

これに準じる者としての担い手を育成してい

くために必要な措置としての緩和です。

⑵ 上限単価の引き上げ

建築費の上昇等を踏まえ、上限単価を基準

単価の１．３倍まで引き上げることとしました。

ただし、基本的には、事業費の低減に取り組

むことが、生産者の負担を減らすためにも重

要なことであることは、十分に留意いただき

（図２）畜産クラスターにおける総合評価基準（畜産クラスター計画）の見直し
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たい点です。

⑶ 家畜導入の拡充

これまでは新規就農者のみを対象としてい

た家畜導入について、リース方式で施設整備

を行う場合には、新規就農者以外の者も対象

に拡大しました（ただし、頭数制限あり）。

畜産クラスターの目指す姿

以上、２７年度補正予算における畜産クラス

ター事業の見直し内容について、説明させて

いただきました。

（事業だけではなく、取り組みとしての）

畜産クラスターが目指す姿は、地域全体とし

て、自らの地域が必要とする畜産業を維持・

発展させるため、地域の関係者が課題や目的

を共有し、一体となってそれに取り組む姿で

す。そして、地域の畜産の収益向上を実現す

るために、協議会として、計画を立て、実行

し、確認・評価し、見直しを繰り返すことで、

生産基盤の強化、体質の強化を図って行く姿

です。（図３）

畜産クラスターの取り組みが継続して行わ

れ、一歩一歩、着実に力強い地域の畜産・酪

農が実現するよう、地域の積極的な取り組み

を後押ししていきたいと思います。
（筆者・農林水産省生産局畜産部畜産企画課課長補佐）

（図３）畜産クラスター計画の目指す姿（イメージ）～畜産クラスター新時代に向けて～
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畜産経営体質強化支援資金融通事業について

対策のポイント

意欲ある畜産農家の経営改善を支援するた

め、既往負債の償還負担を軽減する長期・低

利（貸付当初５年間は無利子）の一括借換資

金を措置します。

背景／課題

「総合的なTPP関連政策大綱」に即し、畜産

クラスター計画の策定が進んでいく中で、同

計画に基づき地域全体の支援を得て新しい経

営展開を図っていく意欲ある畜産経営が多く

出てくることが想定されます。

そのような場合に、既往負債の償還負担を

軽減し、新たな償還計画を策定しようとする

経営体に対して、資金融通の円滑化のための

支援が必要となります。

主な内容

畜産クラスター計画に位置づけられた中心

的な経営体又は認定農業者のうち、酪農、肉
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用牛又は養豚経営を営む者を対象に、既往負

債の一括借換を行う新たな長期・低利（貸付

当初５年間は無利子）資金を措置します。

また、資金の円滑な融通が行われるよう都

道府県農業信用基金協会に対して支援を行い

ます。

貸付対象者

畜産クラスター計画における中心的な経営

体又は認定農業者のうち、酪農、肉用牛又は

養豚経営を営む者

貸付条件

・償還期限：酪農及び肉用牛２５年以内

（うち据置期間５年以内）

養豚１５年以内

（うち据置期間５年以内）

・貸付利率：０．６％以内

（貸付当初５年間は無利子）

・利子補給率：１．０１％

○融資機関

農協、農業協同組合連合会、農林中央金庫、

銀行、信用金庫、信用協同組合

○融資枠

７０億円（平成２７年度補正予算額 ２０億円）
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継承者を代表とする会社を
設立して継承

（１） 相談の概要

黒毛和牛の銘柄牛の産地で肉用牛の肥育と

一部繁殖から肥育を一貫して行う経営です。

肥育頭数は１００頭弱ですが、肉用牛の棚卸資

産としての評価額は６千万円を超えていま

す。経営主は６５歳を迎えるにあたって、農業

者年金の経営移譲年金の受給を目指していっ

たん子に事業主を変更しましたが、棚卸資産

である肉用牛の移譲に伴い贈与税がかかるこ

とを指摘されて取り下げた経緯があります。

このため、棚卸資産を毎年分割して贈与でき

ないか、また、多額の税負担が生じない円滑

な経営継承の方法について相談を受けまし

た。

（２） 継承方法

継承者を代表とする新設会社を２月初めに

設立し、経営主の肉用牛を会社に売却、売却

代金は毎月の分割払いとしました。会社の決

算期は３月とし、課税事業者を選択したため、

第１期は消費税が還付となります。この還付

金は、毎月の分割払いに上乗せして、購入代

金の支払いに充当することとします。

肉用牛経営の場合、棚卸資産を贈与でなく、

売買する方法が税負担の面で一般には有利に

なります。なお、棚卸資産を毎年分割して贈

与する方法は、贈与が完了するまで親子とも

事業主になるため、親子が同一生計の場合に

税務上認められないリスクがあり、また、一

括して贈与した場合には多額の贈与税負担が

かかることになります。

棚卸資産を売買する方法として、子が個人

事業を開業して親子間で行う方法と、子が法

人を設立して行う方法とがありますが、経営

主の肉用牛の譲渡に伴う消費税納税の資金繰

りを考慮すると、事業年度を自由に設定でき

る法人の方が肉用牛の買取りに伴う消費税の

還付を早く受け取れ、還付金を旧経営者の納

税に充てられるため、有利になります。

なお、このご相談の例では、銘柄牛として

出荷できるのは、地域の銘柄牛推進協議会の

認証を受けた生産者に限られています。協議

会の会合の開催は年２回となっているため、

新設会社が認証を受けるまでの間は旧経営者

の名義を借りて出荷し、その代金は速やかに

旧経営主の預金口座から会社の口座に振り替

えることで対応することとしました。

（３） 経営継承により見込まれる効果

法人化によって、雇用を確保しやすくなっ

畜産の経営継承にかかる税務
第１回 経営継承のケーススタディ（肉用牛の例）

農業経営コンサルタント・税理士 森 剛 一
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たり畜産クラスター事業など補助事業の採択

を受けやすくなったりするなど、今後の経営

規模の拡大にも資することになります。

また、税制面において、現在、本経営は肉

用牛免税の適用を受けていませんが、法人化

によって肉用子牛の売却について特例を受け

ることができるようになるだけでなく、個人

事業における現在の３０％程度の実効税率が法

人化によって２０％台前半に低減することが見

込まれます。

継承者に棚卸資産を親子間売買

（１） 相談の概要

約２６０頭を飼育する黒毛和牛の肥育経営で、

その棚卸資産の評価額が約１億８千万円と多

額になっています。経営主は７５歳と高齢のた

め、早期の経営移譲を望んでいます。しかし

ながら、かりに親子の個人間での経営継承を

行った場合、棚卸資産である肉牛の継承に伴

い多額の贈与税がかかることを避けられませ

ん。

経営主の妻はすでに死亡しており、推定相

続人は子に限られるほか、事業の負債は家畜

預託による債務を含めても６千万円程度しか

ないことから、相続税の負担を心配していま

す。継承者（長男）の妻を養子にするなどの

相続税対策を行ってきましたが、経営主の保

有する資産のほとんどが事業用資産ですの

で、これ以上の相続税対策が難しい状況と

なっています。このため、相続まで待たずに

経営継承する方法やさらなる相続税対策につ

いて相談を受けました。

（２） 継承方法

継承者（長男）は５１歳となっており、次の

経営継承を考えなければならない時期に来て

いますが、次の後継者は決まっていません。

この経営の場合、法人化した方が税務上は有

利にはなりますが、後継者が決まっていない

段階での法人化は望んでいません。しかしな

がら、経営主自身が早めの経営移譲を望んで

いること、また、肉用牛などの現物資産を相

続まで保有し続けた場合には相続対策を打ち

にくいことから、棚卸資産である肉用牛を継

承者に売却する「親子間売買」の方法によっ

て経営継承を行うこととしました。肉用牛を

無償譲渡（贈与）ではなく有償譲渡（売買）

する理由は、肉牛の棚卸が約１億８千万円と

多額であるため、贈与とした場合に多額の贈

与税がかかるからです。

具体的な継承方法としては、肉用牛を継承

者に売却し、長期分割払いとします。ただし、

同時に経営主の事業上の債務（預託債務を含

む。）を継承者に引き受けてもらい、債務引

受分を売却代金の弁済に充当します。また、

肉用牛の譲渡に伴う消費税納税資金に相当す

る１，５００万円程度の額については、継承者か

ら一括して支払いを受けます。売却代金の残

額は月５０万円程度の分割払いとして受け取り

ますが、売買契約書においてその金額を定め、

預金口座への振り込みとします。

継承者は肉用牛の買取代金のうち、経営主

の消費税納税資金に相当する１，５００万円程度

をJAや日本政策金融公庫などから運転資金と

して借り入れ、毎月の分割払いに上乗せして
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経営主に支払うことになります。親子間売買

による経営継承の場合、消費税納税資金の資

金調達がカギとなります。

継承者については、基本的には課税事業者

を選択して、経営主から譲り受けた肉用牛の

仕入税額控除を受けることで、開業初年度に

消費税の還付申告を受けることとし、その還

付金をもって運転資金の弁済に充てます。た

だし、課税事業者を選択するよりも開業から

２年間免税事業者となった方が有利な場合に

は、運転資金の借入れを長期運転資金の名目

とし、長期分割払いによる返済とすることも

考えられます。課税事業者選択と免税事業者

のいずれが有利かはシミュレーションなどに

よって判断することとし、顧問税理士の判断

を仰ぐこととしました。

継承者については、経営移譲によって事業

開始した後、税務上の所要の手続きを行うほ

か、継承者として農業経営改善計画を作成し

て認定農業者になる手続きを行います。とく

に日本政策金融公庫のスーパーL資金は、長

期運転資金の使途に使える資金ですが、認定

農業者であることが借入れの条件となるから

です。なお、将来、継承者に後継者が確保さ

れる見通しとなったときは、経営の法人化も

検討することとします。

（３） 経営継承により見込まれる効果

経営主が継承者に売却した肉用牛の売却代

金については、毎年、贈与税の基礎控除を若

干、超える程度の債権放棄を行って贈与税の

申告（暦年課税）を行うことで、経営主の相

続財産を減額することが可能になります。ま

た、経営継承に伴う継承者が借入れた運転資

金は肉用牛の買取り代金に充てられますが、

その結果、旧経営主の事業用資産の一部を

キャッシュ（現預金）に変えることができ、

これを原資にさらなる相続税対策の実施が可

能になります。具体的には、肉用牛の売却代

金として支払いを受けたキャッシュを原資

に、経営主の孫や継承者の妻などの親族へ贈

与税のかからない範囲での現金等の贈与を行

うことも考えられます。

継承者に棚卸資産を相続時精算
課税制度によって贈与

（１） 相談の概要

水田農業と乳オス肥育の複合経営で、肉用

牛の棚卸資産としての評価額は１千５百万円

程度です。経営主は６５歳を目前としているた

め、農業者年金の経営移譲年金の受給を目指

して経営継承を望んでいますが、多額の税負

担が生じない円滑な経営継承の方法について

相談を受けました。

（２） 継承方法

経営主が６５歳になる前に経営移譲をするこ

とで旧農業者年金の経営移譲年金の受給を受

けられるようにします。継承者が個人事業を

開業し、経営主から肉用牛の棚卸資産を無償

で譲り受けます。贈与税の課税を避けるため、

相続時精算課税制度を選択することとし、贈

与を受けた年の翌年３月１５日までに贈与税の

申告を行います。

肉用牛など棚卸資産以外の事業用資産はす

べて使用貸借とします。経営主が所有する農

地については使用貸借権の設定について農地
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法３条の許可を受け、経営主が借りていた農

地については農用地利用集積計画によって賃

借権の移転を行いました。牛舎や農機具など

の減価償却資産についても経営主から継承者

に使用貸借することとします。

なお、経営主には設備・農地取得資金とし

て金融機関からの借入れが約１千万円ありま

すが、これらの債務は継承者に引き継がず、

経営主が弁済を続けます。その理由は、これ

らの債務を継承者が引き継いだ場合、負担付

贈与とみなされて肉用牛の譲渡に消費税が課

税されるおそれがあるからです。経営主の債

務の弁済のための資金が不足する場合には、

廃業２年後を目途に、経営主所有の牛舎など

を継承者に売却し、その売却代金をこれらの

借入金の弁済に充てることとします。

継承者においては、開業後２年間は消費税

の免税事業者となりますが、今後、肉用牛の

売却金額が少なくなることで、収入に占める

水田農業に関する交付金の割合が高まること

から、場合によっては課税事業者となれば消

費税が還付になる可能性もあります。このた

め、開業年の記帳結果をもとに年末に課税事

業者と免税事業者の有利選択を再検討し、課

税事業者が有利と判断されれば、年内に「消

費税課税事業者選択届出書」を提出すること

とします。

（３） 経営継承により見込まれる効果

６５歳になる前に経営移譲することで、農業

者年金の経営移譲年金を受給することができ

ます。また、相続時精算課税制度を活用する

ことで、継承者が最大２年間、消費税の免税

事業者となるため、消費税の納税が生ずる場

合には、消費税の負担を軽減できるメリット

があります。

次回は経営継承の税務のポイント（個人畜

産農業者の相続による経営継承）について述

べます。
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酪農未来塾開会にあたり、全国酪農協会の

馬瀬口弘志会長があいさつ。「グローバル化

の進展など、日本の酪農業は大きな環境変化

にさらされている。酪農未来塾を通し、この

ような変化に適応できる人に成長してほし

い」とエールを送りました。さらに、続く全

国酪農業協同組合連合会の砂金甚太郎代表理

事会長は、「TPP発効に向け、酪農を守るため

第４回「酪農未来塾」に若手酪農家約３０人が集結
編 集 部

（一社）全国酪農協会は１月２７、２８日の２日間、マホロバ・マインズ三浦（神奈川県三浦市）
で平成２７年度「酪農未来塾」を開催しました。「酪農未来塾」は酪農家の後継者を対象に、
幅広い研修を通じた知識向上と研修生同士の交流を図る目的で平成２５年に発足し、以後毎年
度開催されています。
第４回目となる今回は、全国から３０人以上の２０代～４０代の若手生産者が参加。野村俊夫氏

による講演のほか、NDK（全国畜産支援研究会、愛称：農場どないすんねん研究会）による
ワークショップ、意見交換が行われました。
本稿では、酪農経営者による事例紹介を中心にご紹介します。
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の対策をきちんと要請するのがわれわれの使

命。みなさんの将来の酪農を守っていきたい。

また、若い人に業界を引っ張ってもらいたい」

と集まった若手生産者を鼓舞しました。

「最近の主要国の酪農並びに乳製品の国際

相場を巡る情勢について」をテーマに講演を

行った雪印メグミルク㈱総合企画室の野村俊

夫氏は、牛乳・乳製品の輸入量の多い中国、

ロシアの輸入動向が牛乳・乳製品の国際価格

を大きく左右し、近年の国際牛乳相場の乱高

下を招いていることや、主要輸出国（ニュー

ジーランド、豪州、米国、EU）の牛乳生産の

概況を解説しました。

ワークショップは、NDK（農場どないすん

ねん研究会）の進行により行われました。ND

Kは２００７年、帯広畜産大学の門平睦代教授に

より創設された会で、メンバーは獣医師をは

じめ、動物看護師、削蹄師、授精師、学生な

ど。獣医療の現場でのコミュニケーションや

問題解決の手法を研究し、実践、普及するこ

とを目的として発足しました。農家支援策に

も造詣が深く、「酪農未来塾」発足時からワー

クショップを担当しています。

今回のワークショップのねらいはさまざま

な生産者と会話し、今後の酪農経営の理念や

核となる考えを作り上げること。自己紹介、

３人の酪農家からの事例紹介を経て、２日目

には全員が自分の経営の柱となる考え方・方

向性を発表しあいました。

３人の酪農家からの事例紹介の要旨は以下

の通りです。

事例紹介①
「酪農経営における取り組み」

中尾 洋一さん（福岡県筑後市）

経産牛３５頭、育成牛５頭を飼養している。

２００５年度に事業を利用し、牛舎の改築と乳製

品の加工販売所を新設したが、牛舎竣工時に

経営方針をめぐり、これまでの融資先とうま

くいかなくなり、酪農に詳しい税理士事務所

のアドバイスを受けながら他の金融機関に借

り換えた。この経験から、経営改善計画書を

自分で作成することの重要性が身にしみた。

これまでに作成した経営改善計画書はほとん

ど両親や農林事務所、普及センターに任せき

りで、無理のある計画だった。今回、自分で

作成することで、負担のない計画書を作るこ

とができた。

今後は、近隣の食品工場から出た豆腐粕等

を利用して飼料高騰に対処していきたい。

事例紹介②
「地域とともに～酪農に駆ける夢」

片岡 寛之さん（徳島県阿波市）

経産牛６６頭、育成牛４０頭を飼養。父の代で

は１００％購入だった粗飼料の自給割合を高め、



2016.3.15 No.316 畜産会経営情報 Japan Livestock lndustry Association

14

現在は７０％を自家で生産している。耕畜連携

も行っており、地域内の耕種農家にデント

コーンを４ha、稲WCS４．６haの管理を委託し

ているほか、約１０ha分の稲わらをもらってい

る。自分は粗飼料を確保でき、耕種農家は夏

場の収入になるとのことで、互いにWin－Win

の関係となっている。家族だけで酪農を営む

のではなく、地域とともに歩み、連携して互

いにプラスになる関係を今後も築いていきたい。

また、食育にも力を入れている。子どもた

ちに命のぬくもりや、酪農に対する理解を深

めてもらうきっかけになればと、酪農教育

ファームの認可を取得し、地元の小学生の牧

場体験を受け入れている。さらに、妻が小学

校で地元野菜を使ったクッキーを一緒に作る

といった活動も行っている。

事例紹介③
「私の酪農経営」

武藤 康司さん（岐阜県高山市）

平成１５年に新規就農した。離農した農家の

牛舎を借り、つなぎ牛舎をフリーバーンに改

装しパーラー搾乳を行っている。現在は経産

牛５８頭、妊娠牛２頭を飼養。育成は公共牧場

に委託している。子どもが幼く、労働力に制

限があるため、飼料生産を地元の営農組合に

委託するなど、省力化を考えた経営を行って

いる。

設備投資や家畜の導入など、借り入れ金の

返済が大変だった。新規就農の大変さはこの

あたりにもある。借金するための現金・預金

すらなくなったときが怖い。ちょうど枝肉の

相場がよかったので、牛を売却したが、その

ため翌年の乳量が減り大変な思いをした。今

でも自転車操業だ。

成績をみると、現在は分娩間隔が短いが、

種がついていたりいなかったり、ブレが大き

いのが課題。今後は飼料コストなど、抑える

ところを抑えながら乳量を上げていくのが目

標。

事例紹介の後に行われたワークショップの

４つのルールは「楽しんで、よく話す、よく聞

く、スルーもOK」。集まった酪農家は自分の

意見を発表したり他人の意見を聞いたりと、

交流を深め、和気あいあいと楽しみながら自

身の経営への熱い思いを深めていました。
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（表１）補塡金単価の算定（全国） 単位：円／頭
区 分 肉専用種（地域算定県を除く） 交 雑 種 乳 用 種

粗収益 A １，２３６，４３８ ７４２，４８４ ４５５，２４５
生産コスト B １，０１１，２５８ ６９８，７１５ ４５６，６８３
差額 C＝A－B ２２５，１８０ ４３，７６９ △ １，４３８
暫定補塡金単価 D＝C╳０.８ ― ― １，１００
補塡金単価（概算払） D－４，０００ ― ― ―
注：平成２６年４月分から、消費税抜きで算定しています。

１００円未満切り捨て

平成２８年１月に販売された交付対象の契約肥育牛に適用する肉用牛肥育経営安定特別対策事業
実施要綱附則９の概算払の補塡金単価について、表１および表２の通り公表しました。
また、平成２８年１月に販売された生産者積立金の納付が免除された交付対象の契約肥育牛に適

用する補塡金単価については、表３の通り公表しました。
なお、補塡金単価の確定値については、５月上旬に公表する予定です。

（表３）補塡金単価（概算払）（生産者積立金の納付が免除された交付対象の契約肥育牛）
単位：円／頭

肉専用種 交 雑 種 乳 用 種
― ― ―

注：補塡金交付額に見合う財源が不足する場合等、上記補塡金単価を減額することがあります。

（（独独））農農畜畜産産業業振振興興機機構構かかららののおお知知ららせせ

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（新マルキン事業）
の補塡金単価（概算払）について

（表２）補塡金単価の算定（地域算定県・肉専用種）※ 単位：円／頭
広島県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 鹿児島県

― ― ― ― ― ― ―
※ 各県の算定結果です。
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背景とねらい

内容・特徴・効果

患畜の治療に当たっては、点滴による薬剤の投与が必要となる場合が多々あります。
これまで、牛舎内で点滴作業を行う場合、床に敷料が敷かれているため、補液台の設置に

当たっては、一旦敷料等を除去したうえでコンクリート床面に補液台を安定して設置する必
要がありました。
しかしながら、このような方法では、敷料の除去等に手間がかかること、敷料等の除去が

不十分な場合には補液台が不安定な状態となり倒れることなどの問題がありました。
そこで、どのような場所でも補液台を安定して設置できる工夫を考案しました。

この考案は、①脚部分を爪状に改良することにより、補液台を安定して直接敷料上に設置
できるようにする。②腕部分にゴム材を巻くことにより、作業者の安全性にも十分配慮する
ものです。
この工夫により、牛舎内における補液台の設置が簡易に行えるとともに、補液台の安定性

が増しました。
製作作業は簡単であり、市販の補液台を購入するよりもコストを大幅に削減することがで

きました。

場所を選ばず安定的に設置できる補液台
（独）家畜改良センター 十勝牧場業務第一課

写真１ 補液作業
敷草の上であっても、補液台は安定して
設置されている。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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● ●
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写真２ 補液台の全体および各パーツの拡大写真

＜腕部＞
丸棒鋼φ１６mm
＜胴部＞
白ガス管２０A（太）
白ガス管１５A（細）

※高さ１００～２００cm（可変）

＜足部＞
異形棒鋼φ１６mm
直径５０cm程度
爪高さ２０cm程度

転載：「家畜改良センター職員が考案した畜産現場で使えるアイデア集より」
http://www.nlbc.go.jp/idea.html

ゴムを巻いた腕部

爪状の足部

高さ調整ねじ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●●●
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